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序章　新学習指導要領「総則」の読み方

１　このたびの学習指導要領改訂を象徴する総則

　昭和22（1947）年の試案以来，改訂を重ねてきた学習指導要領。こ
のたびの学習指導要領は，一つの到達点として位置付けられる。それ
ぞれの時代の課題に対応して，その折々に生み出してきた知見が集積
されており，改訂を重ねてきた学習指導要領の歴史が積み重なってい
る。まさに，“戦後の集大成” といってもあながち過言ではない。そ
の歴史にあって，このたびの改訂では学習指導要領の構造転換を謳い，
これまでの在り方を大きく見直すとした。その象徴が総則ということに
なる。
　ところで，このたびの学習指導要領改訂の性格や特徴を捉えるに当
たって，どのように審議を経たか，その過程をおさえる必要がある。
今回の場合，教育課程企画特別部会が重要な役割を果たすことになっ
た。平成26（2014）年11月に文部科学大臣より「初等中等教育におけ
る教育課程の基準等の在り方について（諮問）」を受けた中央教育審
議会は，教育課程部会のもとに教育課程企画特別部会を設けて，改訂
の基本的な考え方を議論した。それは，特定の学校種別や教科等にと
らわれず，全体を貫くコンセプトの構築を目指すものであり，「論点
整理」（平成27年８月）として公表された。
　“内容を基盤にした教育課程” から “資質・能力を基盤にした教育
課程” への転換を標榜して進められた今回の改訂に当たり，その理念
とされる「社会に開かれた教育課程」をはじめとして，実現のための
手立てとされる「学びの地図」，アクティブ・ラーニング，カリキュ
ラム・マネジメントなどは，この教育課程企画特別部会における議論
を通して組み立てられている。
　この「論点整理」の後，各学校段階や教科等別の専門部会を設置し
て議論を進め，その結果を教育課程部会「次期学習指導要領等に向け
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たこれまでの審議のまとめ」（平成28年８月）として，そして，中央
教育審議会「幼稚園，小学校，中学校，高等学校及び特別支援学校の
学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」（同年12月）
としてまとめた。この間，一連の過程における議論は，「論点整理」
が示す方向性や枠組みを基にしたものであった。
　このような経過を経て改正されたのが，このたびの学習指導要領で
ある。平成29（2017）年３月，幼稚園教育要領，小学校学習指導要領，
中学校学習指導要領が，続いて，同年４月，特別支援学校幼稚部教育
要領，特別支援学校小学部・中学部学習指導要領が告示された。
　この特定の学校種別や教科等にとらわれず全体を貫くコンセプトの
構築を目指した一連の審議の経過を受けて，このたびの改訂の全体像
を学習指導要領として具体的に表したのが総則である。

２　総則の全体像

　このたびの改訂では，新しい学習指導要領のもとに改善すべき事項
を次のように６点にまとめ，これをもとに学習指導要領の枠組みの見
直しを図るとした。
　①　「何ができるようになるか」（育成を目指す資質・能力）
　② 　「何を学ぶか」（教科等を学ぶ意義と，教科等間・学校段階間の
つながりを踏まえた教育課程の編成）

　③ 　「どのように学ぶか」（各教科等の指導計画の作成と実施，学習・
指導の改善・充実）

　④ 　「子供一人一人の発達をどのように支援するか」（子供の発達を
踏まえた指導）

　⑤　「何が身に付いたか」（学習評価の充実）
　⑥ 　「実施するために何が必要か」（学習指導要領等の理念を実現す
るために必要な方策）
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序章　新学習指導要領「総則」の読み方

　その上で，新しい学習指導要領の考え方について共有を図るために
総則を抜本的に改善するとした。これまで，総則が果たしてきた役割
について，「各教科等において何を教えるかということを前提に，主
に授業時間の取扱いについての考え方や，各教科等の指導に共通する
留意事項を示すことに限られていた」（「答申」）と捉え，これを改善
するとした。すなわち，次のように，このたびの改訂では，総則の位
置付けの抜本的な見直しを打ち出した。
　・  前述①～⑥に沿った章立てとして組み替える。
　・  必要な事項を各学校における教育課程編成の手順を追って整理する。
　その上で，総則を抜本的に見直すねらいについて，次の点を挙げて
いる。
　・  校内研修や多様な研修の場を通じて，新しい教育課程の考え方に
ついて理解を深めることができるようにする。

　・  日常的に総則を参照することを通して，「カリキュラム・マネジ
メント」を通じた学校教育の改善・充実を実現しやすくする。

　総則は，このようなねらいをもって，次のように六つの柱によって
構成されている。

第１　中学校教育の基本と教育課程の役割

第２　教育課程の編成

　　１　各学校の教育目標と教育課程の編成

　　２　教科等横断的な視点に立った資質・能力の育成

　　３　教育課程の編成における共通的事項

　　４　学校段階間の接続

第３　教育課程の実施と学習評価

　　１　主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善

　　２　学習評価の充実
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第４　生徒の発達の支援

　　１　生徒の発達を支える指導の充実

　　２　特別な配慮を必要とする生徒への指導

第５　学校運営上の留意事項

　　１　教育課程の改善と学校評価，教育課程外の活動との連携等

　　２　家庭や地域社会との連携及び協働と学校間の連携

第６　道徳教育に関する配慮事項

３　学習指導要領と教育課程の編成

　ところで，このたびの学習指導要領には，総則の前に「前文」が設
けられた。これも，改訂の特徴の一つとして捉えられる。
（1）　前文について
　この点も含め，総則には，教育課程の編成・実施に関わる基礎・基
本の事項が記されており，これらの多くは，これまでを引き継ぐもの
である。そのいくつかを挙げておきたい。
　この「前文」について，これは，教育基本法をはじめ学校教育法な
ど一連の教育法令において学習指導要領がどのような位置を占め，い
かなる役割を果たすかを明記したものである。
　教育基本法第１条に教育の目的，そして，同第２条に教育の目標が
掲げられており，学校には，これらの達成を目指しつつ，自分のよさ
や可能性を認識し，豊かな人生を切り拓き，持続可能な社会の創り手
となる生徒の育成が求められている。そのために，教育の内容を組織
的・計画的に組み立てるのが教育課程である。
　また，その一連の記述には，このたびの学習指導要領改訂の理念が
「社会に開かれた教育課程」であることを示すとともに，その趣旨の
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